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矢板市企業誘致条例施行規則 

（総則） 

第１条 この規則は、矢板市企業誘致条例（平成１５年矢板市条例第２３号。以下

「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（対象施設） 

第２条 条例第２条第２号の規則で定める施設とは、次の各号に定めるところによ

る。 

⑴ 工場 物の生産及び加工を行う施設で、日本標準産業分類（令和５年総務省

告示第２５６号。以下「産業分類」という。）による大分類Ｅの製造業の用に

供する施設とする。 

⑵ 研究所 産業分類による中分類７１の学術・開発研究機関の用に供する施設

とする。 

⑶ ホテル等 産業分類による小分類７５１の旅館、ホテルの用に供する施設と

する。 

⑷ 病院 産業分類による小分類８３１の病院の用に供する施設とする。 

⑸ オフィス 栃木県外に主たる事務所を設置している事業者が、市内に設置す

るサテライトオフィス等のリモートワークの用に供する施設とする。 

⑹ その他事業所 産業分類による事業の用に供する施設のうち、次のいずれか

に該当する施設とする。 

ア ＢＰＯ業（企業が行う業務の一部を集約的に行う業をいう。）であって、

次のいずれかに該当するものをいう。 

(ア) 産業分類による中分類３９の情報サービス業 

(イ) 産業分類による中分類４０のインターネット附随サービス業 

(ウ) 産業分類による中分類７２の専門サービス業 
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(エ) 産業分類による中分類７４の技術サービス業 

(オ) 産業分類による中分類９２のその他の事業サービス業 

イ その他市長が認める施設。ただし、産業分類による中分類８８の廃棄物処 

理業の用に供する施設を除く。 

第２条の２ 条例第２条第１０号の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該

当する者をいう。 

⑴ 大学（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する大学をいう。）か

ら大学発ベンチャーの認定を受けている者 

⑵ 経済産業省からＪ－Ｓｔａｒｔｕｐ又は地域版Ｊ－Ｓｔａｒｔｕｐとして選

定されている者 

⑶ 国立研究開発法人又は独立行政法人からベンチャーの認定を受けている者 

⑷ 栃木県スタートアップ企業成長加速支援事業又は栃木県課題解決型人材育成

事業（実践編）を修了した者 

⑸ 金融機関からベンチャー企業向け融資を受けている者 

⑹ 次に掲げるいずれかの要件を満たす者から出資を受けている者 

ア 金融商品取引法（昭和２３年法律第２５号。以下この号において「法」と

いう。）第２条第３項第１号に定める適格機関投資家 

イ 法第２９条の登録を受け、法第２８条第４項に定める投資運用業を行う者 

⑺ その他市長が認める者 

（指定の申請） 

第３条 条例第４条第２項の規定により指定の申請をしようとする事業者は、指定

申請書（別記様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて、別表第１に定める

ところにより、市長に提出しなければならない。 

⑴ 法人の登記簿謄本又は住民票の写し 
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⑵ 法人の定款又はこれに類するもの 

⑶ 事業概要説明書 

⑷ 直近の事業年度の貸借対照表及び損益計算書 

⑸ 建設工事等計画書又は賃貸借契約書等 

⑹ その他市長が必要と認める書類 

（指定の通知） 

第４条 市長は、条例第４条第３項の規定により指定したときは、指定通知書（別

記様式第２号）により通知するものとする。 

（奨励金の交付申請） 

第５条 前条の規定による通知を受けた事業者が、条例第３条第１項各号に掲げる

奨励金の交付を受けようとするときは、別表第２に定めるところにより、奨励金

交付申請書（別記様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

（奨励金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の交付申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認め

た場合は、奨励金の交付を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の奨励金の交付を決定したときは、奨励金交付決定通知書（別記

様式第４号）により申請者に通知するものとする。 

（奨励金の交付請求） 

第７条 前条第２項の規定による通知を受けた指定事業者が、当該奨励金の交付を

請求しようとするときは、別表第３に定めるところにより、奨励金交付請求書

（別記様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

（申請事項の変更） 

第８条 指定事業者は、第４条の規定による指定通知又は第６条第２項の規定によ

る交付決定通知があった後に第３条又は第５条の規定による申請事項に変更が生
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じたときは、指定申請事項変更届書（別記様式第６号）又は奨励金交付申請事項

変更届書（別記様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

（変更事項の承認等） 

第９条 市長は、前条の変更届書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた

場合は、変更事項を承認することができる。 

２ 市長は、前項の規定により変更事項を承認したときは、指定事項変更承認通知

書（別記様式第８号）又は奨励金交付決定事項変更承認通知書（別記様式第９号）

により通知するものとする。 

（取消しの通知） 

第１０条 市長は、条例第６条の規定により指定を取り消すときは、指定取消通知

書（別記様式第１０号）により通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による通知により指定を取り消した場合において、奨励金

の交付決定を取り消すときは、奨励金交付決定取消通知書（別記様式第１１号）

により通知するものとする。 

（奨励金の返還命令） 

第１１条 市長は、条例第７条の規定により奨励金の返還を命ずるときは、奨励金

返還命令書（別記様式第１２号）により行うものとする。 

（承継の届出等） 

第１２条 条例第８条の規定により指定事業者の事業を承継した者は、指定事業承

継承認願（別記様式第１３号）に次の各号に掲げる書類を添えて、速やかに市長

に届け出なければならない。 

⑴ 承継の事実を証する書類 

⑵ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の指定事業承継承認願を受理したときは、これを審査し、適当と
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認めた場合は、指定事業承継承認通知書（別記様式第１４号）により通知するも

のとする。 

（操業の開始、事業休止等の届出） 

第１３条 指定事業者は、指定を受けた対象施設が操業を開始したときは、操業開

始届（別記様式第１５号）を、事業を休止し、又は廃止したときは、事業休（廃）

止届（別記様式第１６号）を直ちに市長に提出しなければならない。 

（委任） 

第１４条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１５年１０月２１日から施行する。 

（矢板市工場誘致委員会規則の廃止） 

２ 矢板市工場誘致委員会規則（昭和３９年矢板市規則第６号）は、廃止す

る。 

（経過措置） 

３ この規則施行の際現にこの規則による廃止前の矢板市工場誘致委員会規則

の規定に基づき委嘱又は任命されている委員は、この規則による委嘱又は任

命されたものとみなす。 

附 則（平成１７年規則第３０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年規則第３号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年規則第２０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成２０年規則第２９号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年規則第９号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年規則第３号） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年規則第２０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年規則第１７号） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

  附 則（令和３年３月３１日規則第１１号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月１６日規則第２３号） 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月２１日規則第  号） 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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別表第１（第３条関係） 

奨励金の区分 申請期間 

企業立地奨励金、雇用奨励金、用地取得

奨励金、ホテル等立地奨励金、医療立地

奨励金、本社機能移転奨励金又はベンチ

ャー企業立地奨励金 

対象施設の操業を開始しようとする日の

３０日前までとする。 

借地借家奨励金又はオフィス立地奨励金 対象施設の操業を開始した日から６０日

以内とする。 

 

別表第２（第５条関係） 

奨励金の区分 
奨励金の交付申請  

申請期間 添付書類 

企業立地奨励金 対象施設の固定資産税

の完納の日から当該年

度の２月末日までとす

る。 

⑴ 投下固定資産に係る固定資産課税

明細書の写し 

⑵ 交付申請を行う年度の固定資産税

の納税証明 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

雇用奨励金 新規雇用者を雇用した

日から起算して１年を

経過した日後３０日以

内とする。 

⑴ 新規雇用者の雇用保険等を証する

書類 

⑵ 新規雇用者の住民票の写し 

⑶ その他市長が必要と認める書類 
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用地取得奨励金 対象施設の操業を開始

した日から起算して１

年以内とする。 

⑴ 土地の購入代金の全額の支払を明

らかにする書類 

⑵ その他市長が必要と認める書類 

借地借家奨励金 交付を受けようとする

年度ごとの４月１日か

ら５月末日までとす

る。 

⑴ 土地又は家屋の賃貸借契約書の写

し 

⑵ その他市長が必要と認める書類 

ホテル等立地奨

励金 

ホテル等の固定資産税

の完納の日から当該年

度の２月末日までとす

る。 

⑴ 客室及び収容人員を明らかにする

書類 

⑵ 交付申請を行う年度の固定資産税

の納税証明書 

⑶ 常時雇用者を明らかにする書類 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

医療立地奨励金 医療施設の操業を開始

した日から起算して１

年（医療施設の操業を

開始した日後に新規雇

用者を雇用した場合に

あっては、１年に９０

日を加えた期間）以内

⑴ 医療施設の建設に要する費用の支

払を明らかにする書類 

⑵ 新規雇用者の雇用保険等を証する

書類 

⑶ 新規雇用者の住民票の写し 

⑷ その他市長が必要と認める書類 
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とする。 

オフィス立地奨

励金 

交付を受けようとする

年度ごとの４月１日か

ら５月末日までとす

る。 

⑴ オフィスの賃貸借契約書の写し 

⑵ その他市長が必要と認める書類 

本社機能移転奨

励金 

対象施設の固定資産税

及び法人市民税の完納

の日から当該年度の２

月末日までとする。た

だし、交付申請を行う

年度に納付すべき法人

市民税の納期が申請を

行う日の属する年度の

３月に当たるときは、

翌年度の課税とみな

す。 

⑴ 本社機能移転を明らかにする書類 

⑵ 新規雇用者の雇用保険等を証する

書類 

⑶ 新規雇用者の住民票の写し 

⑷ 交付申請を行う年度の固定資産税

の納税証明 

⑸ 交付申請を行う年度の法人市民税

の納税証明 

⑹ その他市長が必要と認める書類 

ベンチャー企業

立地奨励金 

操業を開始した日から

起算して１年以内とす

る。 

⑴ 第２条の２のいずれかに該当する

ことを明らかにする書類 

⑵ 矢板市への立地を明らかにする書

類 

⑶ その他市長が必要と認める書類 
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別表第３（第７条関係） 

奨励金の区分 
奨励金の交付請求  

請求期間 添付書類 

企業立地奨励

金、雇用奨励

金、用地取得奨

励金、ホテル等

立地奨励金、 

医療立地奨励

金、本社機能移

転奨励金又はベ

ンチャー企業立

地奨励金 

交付決定通知書を受け取った日

から起算して３０日以内とす

る。 

交付決定通知書の写し 

借地借家奨励金

又はオフィス立

地奨励金 

賃借料の最終支払期日後２０日

以内とする。 

⑴ 交付決定通知書の写し 

⑵ 賃借料の支払を証するもの

の写し 

 


